
 

宿泊者名簿について 

 

★ 旅館業法第６条第１項の規定に基づき，施設に宿泊者名簿を備えてください。 

★ 宿泊者と玄関帳場で面接をして，宿泊者名簿の記載等を行ってください。 

★ 宿泊者名簿には以下の項目を記載することが義務付けられています。 

 ①宿泊者氏名 ②住所    ③職業    ④国籍  

  ⑤旅券番号  ⑥到着年月日 ⑦出発年月日 ⑧年齢 

  ⑨性別 

※④，⑤は日本国内に住所を有しない外国人宿泊者 

 

★ 日本国内に住所を有さない外国人宿泊者の場合には，宿泊者名簿とともに旅券

（パスポート）の写しを保存してください。 

  

 

 

★ 宿泊者名簿（旅券（パスポート）の写しを含む。）は３年間以上保存してください。 

 

        

京都市医療衛生センター 旅館業担当 

（ＴＥＬ ０７５－７４６－７２０９） 

 

 

裏面に日本語，英語，韓国語，中国語による 

案内文書（パスポート呈示等）を掲載してい 

ますので，御活用ください。 

 



パスポート呈示等のお願い 

厚生労働省 

日本政府は、法令に基づき、2005 年 4 月 1 日から「日本国内に住所を持たない外国人」の方の宿泊に際して

は、＊氏名 ＊住所 ＊職業 等の記載に加えて＊国籍 及び ＊旅券番号 の記載とパスポートの呈示及び

コピーを義務付けましたので、ご理解、ご協力をお願いいたします。 

Request for producing of passports, etc. for identification purposes 

Ministry of Health, Labour and Welfare 

Since April 1, 2005, under the relevant laws and regulations, the Japanese Government is requiring 

“foreign nationals who do not possess an address in Japan” to provide their ＊nationality and ＊

passport number in addition to their ＊name, ＊address, and ＊occupation, etc. and produce and 

make a copy of their passport upon checking in at lodgings. Your understanding and cooperation is 

appreciated.  

 



宿泊者名簿（例） 

名 前 
( N a m e ) 

 

 年 齢 
( A g e ) 

 

 性 別 
( S e x ) 

M ・ F 

住 所 
( A d d r e s s ) 

 

 

職 業 
( O c c u p a t i o n ) 

 

 

到 着 年 月 日 
( C h e c k  I N ) 

  ．    ． 

出 発 年 月 日 
( C h e c k  O U T ) 

  ．    ． 

国 籍 
( N a t i o n a l i t y ) 

 

旅 券 番 号 
( P a s s p o r t  n u m b e r ) 

 

 


